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   船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３１年２月２０日 １２時０７分ごろ 

発生場所 香川県坂出
さかいで

市坂出港第２区 

三菱ケミカル坂出導灯（後灯）から真方位０９７°１.９海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°２０.５′ 東経１３３°５２.９′） 

事故の概要 引船牧
まき

扇
せん

丸は、台船Ｄ－１０２を着岸中の台船Ｄ－２００６に係船

させる際、甲板員が負傷した。 

事故調査の経過  平成３１年２月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 牧扇丸、１９トン 

   ２７３－１１３２４香川、株式会社坂出郵船組（Ａ社） 

   １７.３６ｍ×５.４０ｍ×１.９０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、５５８kＷ、平成１４年４月１日 

Ｂ 台船 Ｄ－１０２、不詳 

   なし、宗田造船株式会社 

   ５０.００ｍ×１８.０ｍ×３.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成８年（建造年） 

Ｃ 台船 Ｄ－２００６、不詳 

   なし、宗田造船株式会社 

   ５０.００ｍ×１８.０ｍ×３.００ｍ、鋼 

   機関なし、平成１６年（建造年） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録日 昭和５０年５月１６日 

    免許証交付日 平成２５年８月１２日 

           （令和元年６月１１日まで有効） 

 甲板員Ａ 男性 ７２歳 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風速 約３.１m/s、視界 良好 



- 2 - 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、坂出港第１区で、船体ブ

ロックを積載したＢ船（以下、進行方向側を「船首」、反対側を「船

尾」という。）をえい
．．

航し、同区にある民間企業の専用岸壁に向かっ

た。 

Ａ船は、空船となったＢ船を坂出港第２区の林田岸壁に着岸中のＣ

船に左舷着けさせる目的で、船長Ａが操船に当たり、平成３１年２月

２０日１１時２０分ごろ専用岸壁を出航し、約３～５ノット（kn）の

速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により航行した。 

Ａ船は、林田岸壁に接近し、主機を中立運転として約０.１～０.２

kn の速力となり、Ｃ船との距離が約４～５ｍとなったところで、甲板

員ＡがＢ船とのえい
．．

航索を放した後に右転し、切り離したＢ船の右舷

側に回り込んだ。 

Ｂ船は、惰力により、約４５°の角度でＣ船に接近した。 

船長Ａは、Ａ船の船首部をＢ船の右舷中央部に押し当て、主機を極

微速力前進及び中立運転を繰り返しながらＣ船に接近させた。 

甲板員Ａは、Ｂ船の左舷船首部とＣ船とが接舷された状態で、船首

の係船索１本を手で持ってＣ船に飛び移り、Ｃ船のボラードに係止し

た後、Ｃ船の甲板上からＢ船の左舷船首部に向かって手を伸ばし、２

本目の係船索を取ってＣ船のボラードに係止した。 

甲板員Ａは、次に船尾側の係船索を取ることとし、Ｃ船の甲板上を

移動した。 

船長Ａは、Ｂ船の左舷船尾部がＣ船から離れていたので、Ａ船の船

首部をＢ船の右舷船尾部に押し当て、主機を操作してＣ船に接近させ

ていた。（図１参照） 
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図１ Ａ船の船首部をＢ船の右舷船尾部に押し当てている状況 

 

甲板員Ａは、Ｂ船の左舷船尾部とＣ船とが接舷される前に、Ｂ船の

船尾側の１本目の係船索（以下「本件係船索」という。）を取ろうと

思い、Ｃ船のペンドル（古タイヤ製の防舷物）に右足を載せて右手を

伸ばし、本件係船索を掴
つか

もうとしたところ、足を滑らせて尻もちをつ

き、１２時０７分ごろ、右足がＣ船のペンドルとＢ船のペンドルとの

間に挟まれた。（図２及び図３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 甲板員ＡがＣ船のペンドルに右足を載せ、右手を伸ばして 

本件係船索を掴もうとしている様子（イメージ） 
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図３ 甲板員Ａの右足がＣ船のペンドルとＢ船のペンドル 

との間に挟まれている状況（イメージ） 

 

甲板員Ａは、Ｂ船の左舷船尾部とＣ船との距離が空いた瞬間に挟ま

れていた右足を抜いた。 

船長Ａは、甲板員ＡがＣ船の甲板上に座り込んでいるところを見て

不審に思い、船外マイクで呼びかけ、甲板員Ａが負傷したことを知っ

た。 

船長Ａは、舵中央及び自動操舵として、Ａ船の船首部をＢ船の右舷

船尾部に押し当てた状態を保ち、操舵室から出てＢ船に移乗し、Ｂ船

の各係船索をＣ船のボラードにそれぞれ係止した後、１２時１０分ご

ろ、Ａ社に本事故の発生を報告するとともに携帯電話で１１９番通報

をした。 

甲板員Ａは、救急車で病院に搬送され、右脛
けい

骨骨幹部骨折と診断さ

れた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 Ｂ船とＣ船の隙間は、接舷した状態で約７０cmとなっていた。 

甲板員Ａは、１人で係船索を取る際、ふだんから手が届きにくい時

にはペンドルに足を載せて手を伸ばすことがあった。 

甲板員Ａは、作業着の上下に、ヘルメット、ゴム手袋及び耐油性の

長靴を履き、救命胴衣を着用していた。 

甲板員Ａは、前日の雨でＣ船の甲板上に水溜りができていて、長靴

の靴底が濡れていたので、足元が滑って転倒したのではないかと本事

故後に思った。 

船長Ａ及び甲板員Ａは、２人で係船作業に当たり、係船索を手渡し

するなど甲板員Ａがペンドルに足を載せずに済む方法で作業を行って

いれば良かったと本事故後に思った。 

Ａ社が定める作業基準（抜粋）は、次のとおりであった。 
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禁止事項 

・挟まれ、巻き込まれの恐れのある箇所には手足を入れないこ

と。 

 注意事項 

  ・服装（保護具、作業着、安全靴の着用） 

  ・足元（足元確認） 

  ・声掛け（指差し呼称・声掛け確認） 

Ａ社の係船作業基準（抜粋）は、次のとおりであった。 

服装 

・会社制服、安全靴、ヘルメット、ゴム手袋、救命胴衣を着用す

ること。 

引船及び台船の船員による繋
けい

船作業 

・接岸予定位置の確認と手順を作業員に周知すること。 

・接岸場所に近づいてきたら、足元の安全確認と係船索の状態を

確認すること。 

・接岸時の揺れに注意して、台船・はしけからの昇降を行うこ

と。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、林田岸壁において、船首部をＢ船に押し当ててＣ船に接近

させる際、甲板員Ａが、Ｂ船の左舷船尾部とＣ船とが接舷される前

に、Ｃ船のペンドルに右足を載せ、右手を伸ばして本件係船索を掴も

うとしたことから、足を滑らせ、Ｃ船のペンドルとＢ船のペンドルと

の間に右足が挟まれ、負傷したものと考えられる。 

甲板員Ａは、係船索を取る際、ふだんから手が届きにくい時にはペ

ンドルに足を載せて手を伸ばすことがあったことから、本件係船索を

掴もうとして、Ｃ船のペンドルに右足を載せたものと考えられる。 

甲板員Ａの足元が滑ったのは、前日の雨でＣ船の甲板上に水溜りが

できていて、長靴の靴底が濡れていたことが関与した可能性があると

考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が、林田岸壁において、船首部をＢ船に押し当てて

Ｃ船に接近させる際、甲板員Ａが、Ｂ船の左舷船尾部とＣ船とが接舷

される前に、Ｃ船のペンドルに右足を載せ、右手を伸ばして本件係船

索を掴もうとしたため、足を滑らせ、Ｃ船のペンドルとＢ船のペンド

ルとの間に右足を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、次のとおり作業基準の項目を追加した。 

禁止事項 

・不安定な足場で作業は行わないこと。 



- 6 - 

・安全確保が不安定な場所での作業は自らの判断で行わないこ

と。 

・墜落・転落のおそれのある箇所には自らの判断で近づかないこ

と。 

 引船及び台船の船員による繋船作業 

  ・足場板やはしご等を使用するなど、慌てずに安全を確保した上

で作業を行うこと。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・接舷状態となるまで待って係船作業を行うこと。 

・係船作業を行う際、係船索を安全に取ることができるよう、予め

係船索に先取りロープを繋
つな

いでおく、又は引っ掛け棒等を用意し

ておくこと。 

・甲板上又は靴底が濡れている場合、足元が滑りやすくなっている

ので、ふだんよりも足元に注意すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

坂出港 

第２区 三菱ケミカル坂出導灯（後灯） 

坂出港 

岡山県 

第１区 

林田岸壁 
事故発生場所 

（平成３１年２月２０日 

１２時０７分ごろ発生） 

坂 出 市 

香川県 

瀬
戸
大
橋 

専
用
岸
壁 

-
 
7
 
- 


